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1　なぜ選挙管理を研究するのか

選挙研究と選挙管理研究
　選挙は，最高の政治的営為であると同時に，複雑な行政的実践である。政治
的営為としての選挙の重要性は，民主主義社会においては誰もが肯定するであ
ろう。それゆえ，選挙研究は日本国内で見ても，国際的に見ても現代政治分析
において最も重要で，最も研究が進んだ分野のひとつとなっている。しかし，
行政的実践，言い換えれば選挙管理という側面に関しては，技術的・行政法的
にはともかくも，政治学的・行政学的な観点からは，ほとんど研究がなされて
こなかった。日本国内においてはもちろんのこと，国際的にもこの観点からの
研究は少なく，あるとしてもほとんどが民主主義の定着が不十分な発展途上国
を対象とする，民主化支援の色彩が濃厚であった。
　選挙管理は，選挙そのものに比べて大変地味である。選挙は有権者の意思を，
投票という形で，政治家選出に変換するダイナミックなプロセスであり，誰が
当選したかが，その後の政治に重要な影響を与える。しかし，選挙管理が政治
的決定に直接的に影響を与えることは通常なく，影響を与えること自体が好ま
しくないと考えられる。選挙管理といえば，多くの人が投票所の設置・管理や，
開票作業，集計結果の発表を想像するであろうが，このプロセスは公平かつ公
正に管理されなければならず，それができないのは民主化が不十分であるから
だということすらいえよう。選挙管理は，通常の民主主義国家であれば，でき
て当たり前の作業なのである。

序　章
　

選挙管理へのアプローチ
　―　政治学と行政学が交錯するフロンティア

大 西 　裕
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現代民主主義における選挙管理
　しかし近年，選挙管理の重要性をあらためて認識させる状況が，途上国のみ
ならず先進国でも生じている。その象徴的な事件が，2000 年のアメリカ大統
領選挙でのフロリダ州開票問題

1）
である。この事件は，選挙管理のあり方が，民

主主義の定着が不十分な途上国ではもちろんのこと，先進国でも政治過程に大
きな影響を与えることを示した。アメリカではこの事件の後に，投票手段の再
検討が進んだほか，有権者（選挙人）登録のあり方と不正投票の関係をめぐっ
て大きな論争が起こった。有権者登録を行う際の本人証明が不徹底なことが，
不正投票を生んでいるのだという議論である。その背景にあるのは，本人証明
を厳格化すれば民主党支持者の多いヒスパニック系住民などが動員されないと
いう共和党側の判断があるとの指摘があった。このように，選挙管理の重要な
一部である有権者登録のあり方が，有権者の範囲を変えてしまいうるし，選挙
結果に影響を与えうる。
　日本でも，2010 年に起こった名古屋市議会解散を求めるリコール投票要請
における名簿掲載者数え直しのように

2）
，選挙管理は技術上の問題にとどまらな

い政治性を帯びていることが認識され始めている。同様のことは，市町村合併
をめぐる滋賀県旧近江町での住民投票請求や，鹿児島県阿久根市での市長リコ
ール問題など，近年しばしば発生しているのである。加えて，できて当たり前
の選挙管理が，実際には熟練が求められる複雑な作業であることを認識させる
事件が起こった。それは，東日本大震災である。震災は不幸にして多くの人命
を失わせたが，その中には市町村の行政職員も多く含まれていた。選挙管理実
務に詳しい職員がいなくなったため，震災直後に予定されていた統一地方選挙
は，時期を遅らせてもこれら被災地域では困難を極め，被災しなかった市町村
の応援を得てようやく可能になった。選挙管理は誰にでもできる作業ではなく，
一定の熟練を必要とする複雑な行政的実践であることを，この事件があらため
て浮き彫りにしたのである。
　加えて，現代民主主義は選挙管理の点で新たな挑戦を受けている。それは，
電子投票や在外投票などの新しい投票形態の登場である。従来は，有権者が投
票所に足を運んで，投票用紙に候補者名ないしは政党名を記載，ないしはチェ
ックを入れて投票するというのが当たり前の姿であった。しかし，新しい投票
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形態はこの姿を大きく変えつつあり，選挙管理上これまでにない負荷をかけ始
めている。投票所での本人確認は困難になり，電子投票となると投票用紙自体
が存在しないので，コンピュータ上の不正が行われると，その点検は不可能で
ある。新しい投票形態は，有権者の地図も塗り替える可能性がある。外国に居
住する市民はこれまで選挙運動の対象ではなかったが，グローバル化の進展に
伴い人の移動が盛んになると，そうとばかりはいっていられない。年齢や社会
階層でデジタル・デバイド（情報格差）が存在する今日，電子投票の導入は，
若年者には便利でも高齢者には不便となるなど，有権者の行動に不均一な影響
を与えると考えられている。
　先進国において，選挙管理は技術的な問題とみなされ，適切に行われて当た
り前と考えられることが多かったことは事実である。しかし，以上述べたよう
に，選挙管理は単純に行政技術的ではない，政治的な問題を有するテーマなの
である。翻

ひるがえ

って考えれば，多くの先行研究が明らかにしてきたように，選挙
制度のあり方は民主政治に影響を与える。小選挙区制をとるか，比例代表制を
とるかが政党の数に大きく影響するということは言を俟

ま

たないであろう。ゲリ
マンダリング（恣意的な選挙区割り）を持ち出すまでもなく，選挙区画のあり方
も民主政治に大きな影響を与える。言い換えれば，いかなる選挙制度をとるか
が政党やその基盤となる社会集団に不均一な影響を与える。それゆえ，誰が選
挙制度の形成に主導的な役割を果たすかはきわめて重要であり，制度の採用の
され方によっては制度に信頼が置かれず，不利な党派の民主政治からの離反す
ら引き起こしかねない。選挙管理のあり方についても，同様のことがいえるの
である。

本書の特徴
　本書は，日本における選挙管理に関する政治学的・行政学的研究の嚆

こう

矢
し

であ
る。すでにふれたように，日本では，選挙管理はきわめて技術的な領域で，政
治学・行政学の研究分野として重要であるとは認識されてこなかった。世界的
にもこの領域の研究が本格的に始まって間がないこともあり，私たちは諸外国
でどのような選挙管理が行われているのかも，その中で日本がどのように位置
づけられるのかも知らず，日本で行われているやり方を当たり前のように受け
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取っている。しかし，選挙制度と同様，選挙管理も世界的に見るときわめて多
様で，日本が採用しているのはその一種に過ぎない。しかも，日本の制度それ
自体は，国際的には選挙結果の正当性を十分に確保できるしくみとは認められ
ないのである。本書は，日本の選挙管理を国際的な比較の中で，とりわけ韓国
との比較の中で位置づけ直す。私たちは，選挙管理のあり方が国によって異な
ることも，日本の選挙管理が標準的なそれではなく，独特の性格を帯びている
ことも知らない。また，選挙管理の領域が，日本の選挙管理委員会が担当して
いるそれよりも，国際的には広いことも存外知られていない。国際的な視野の
もとで日本の位置を理解することは，日本の選挙管理の特徴やその問題点を認
識するうえで大いに助けになるであろう。
　本書がとりわけ重視するのは韓国との比較である。国際的な選挙管理制度改
善のための民間組織である The ACE Electoral Knowledge Network（ACE

〈Administration and Cost of Elections〉Project by IDEA, IFES and UNDESA，以下

A
3）

CE）は，選挙結果の正当性を保証するためには政府と議会から高度な自律性
を有する憲法機関として選挙管理機関（EMB: Electoral Management Bodies）を
設けることを推奨している。韓国の選挙管理委員会はまさにそれで，選挙管理
を担当する人々が世界各国から選挙管理を学びに韓国に来ている。日本の制度
を韓国との比較の上でとらえることは，日本の選挙管理のもつ制度的特徴やそ
の問題点を認識するうえで大いに参考になる。
　次に，本書は，日本の選挙管理制度の歴史と特徴を説明する。第二次世界大
戦前，日本の選挙管理機関は，今日とは異なり政府の一部であった。そのもと
でどのような問題が発生し，その克服にいかなる努力が払われたのか。戦後占
領軍のもとで導入された選挙管理制度は現在，どのような特徴を有しているの
かが説明される。
　第 3 に，現在国際的な選挙管理のモデルとみなされている韓国の選挙管理委
員会を紹介し，分析する。選挙管理委員会が高度に自律的で，選挙制度の改善
から選挙事犯の摘発にまで影響力を発揮してきたことは，韓国で民主政治が定
着するうえで一定の役割を果たしたと考えられている。ただし，韓国の選挙管
理委員会がいかなる役割を果たしてきたのか，どのような権限を有し，それが
政治過程にいかなる影響を与えているのかについての実証的研究は，韓国でも
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まだ行われていない。「韓国モデル」の分析は，先進的な選挙管理のあり方を
考えるうえで避けて通れない課題である。

2　本書の構成

国際比較の中の選挙管理
　具体的には，本書は以下のように構成される。すなわち本書は，3 部に大き
く分かれ，先に述べた 3 点をそれぞれ具体的に論じてゆく。第 I 部「選挙管理
機関の多様性」では，日本と韓国の選挙管理を国際的な比較の中で位置づける。
選挙管理を論じるためには，民主主義体制にとって選挙管理はいかなる意味を
もつのか，国際的にはどのような選挙管理機関が存在するのか，日本ではほと
んど先行研究がないにしても，世界的にはどのような研究がなされているのか
を，まず理解する必要がある。第 1 章と第 2 章は，そのためにあてられる。
　第 1 章「民主主義と選挙管理」（大西）では，選挙管理が民主主義にとって
いかなる点で重要なのかを説明する。選挙管理の意味，選挙管理機関の類型が
述べられる。この中で，日本のそれは選挙管理機関に最小限の役割しか求めな
い消極的選挙管理とでも呼ぶべきものであるのに対し，韓国は対極で，選挙の
質，さらには民主主義の質の改善を追求する積極的選挙改善と呼ぶべき役割を
果たしていることが述べられる。こうした特徴を有するのには，日本と異なり
韓国の選挙管理機関が政府から高度に自律している点に一因がある。しかし，
韓国と同じような制度的特徴を有しているフィリピンは，日本と同様に消極的
選挙管理にとどまることから，モデルとしての韓国は単に制度的な特徴のみに
よってもたらされているわけではないことが示唆される。
　第 2 章「選挙ガバナンスに関する研究の動向と展望」（曽我）では，日本で
はほとんど目にすることがない選挙管理（選挙ガバナンス〈electoral gover-

nance〉）に関する国際的な研究動向を紹介し，今後の展望を与える。選挙管理
機関の研究は，政府からの独立性を軸に研究が進められてきた。国際動向の大
きな前提として，選挙管理は当該国の政権から距離を置けるよう，担当機関が
政府から独立的であることが望ましいとし，選挙の質や，民主主義体制への信
頼などの選挙パフォーマンスが，選挙管理機関が独立的であればどの程度改善
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1　選挙管理の改善をめぐって

争点化する選挙管理
　民主化の第 3 の波以降，発展途上国のみならず先進国でも選挙管理のあり方
が問題になってきている。1980 年代以前，途上国における政治体制の重要な
テーマは民主化であった。今日，多くの途上国が民主化し，あるいは少なくと
も選挙によって政権選択を行うようになった。ただし，選挙管理に関する不正
が多く，選挙結果をめぐる政治の混乱，紛争の勃

ぼっ

発
ぱつ

も珍しいことではない。他
方，先進国においても選挙管理のあり方が社会を賑わすようになってきた。最
大のものは 2000 年のアメリカ大統領選挙をめぐる混乱で，フロリダ州での集
計結果をめぐり裁判にまでなり，結果の確定が遅れたことはまだ記憶されてい
るであろう。
　選挙管理の改善の動きは，このような問題の発生を受けて，先進国，途上国
を問わず見られるようになっている。その大きな方向性は，日本の選挙管理委
員会に相当する選挙管理機関を，執政府から独立させ，政治的中立性を確保す
ることで選挙結果への信頼を高めようとするものである。主として途上国支援
を目的に選挙管理改善のための国際民間組織として ACE が設立されているが，
この組織の示す大きな方向性は選挙管理機関の政府からの独立である。民主主
義体制が安定しているはずの先進国でも選挙管理機関独立の動きは少し以前か
ら見られる。アメリカでは，限定的ではあるが連邦選挙委員会が 1975 年に設
立されたし，オーストラリアでは 84 年に，独立した組織として選挙委員会を
発足させた（Lopez-Pintor, 2000: 15）。近年では 2010 年にスウェーデンが政府組

第1章
　

民主主義と選挙管理

大 西 　裕
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織から切り離して選挙管理委員会を設立している。
　ところが，日本では選挙管理を改善しなければならないという動きは鈍い。
それどころか，選挙管理のあり方に疑問を向けられることすら少なく，選挙管
理そのものがもつ政治性，それゆえの重要性に認識が至っていないようにすら
思われる。電子投票や在外投票が重要な争点になる中で，選挙の公平性，公正
性はますます問われるようになっているのを考えると，この動きの鈍さは不思
議といえないこともない。

本章の構成
　本章は，選挙管理がなぜ重要なのかを説明する。とりわけ焦点を当てるのは，
独立性という点でその典型である韓国の選挙管理である。日本が選挙管理機関
に最小限の役割しか求めない消極的選挙管理であるとすると，韓国はその対極
で，選挙管理機関が選挙の質，さらには民主主義の質改善を追求する積極的選
挙改善である。韓国のそれは，国際社会で推し進められているひとつのモデル
で，多くの途上国が韓国モデルを参考に自国の選挙管理改革を行おうとしてい
るのである。
　本章では，以下の順に議論を進めていく。初めに，選挙管理とは何を指すの
かを説明する。国際的に考えられている選挙管理，あるいは選挙ガバナンスは，
日本で選挙管理委員会が行う業務よりも守備範囲が広い。次に，選挙管理がな
ぜ重要なのかを説明する。選挙が民主主義社会にとってきわめて重要であるに
もかかわらず秘密投票の原則により，選挙結果に対する信頼性は常に危険にさ
らされていることが述べられる。第 3 に，選挙管理のあり方が世界各国で大き
く異なることを説明し，選挙結果への信頼を高めるための諸外国の制度設計を
略述する。そのうえで，日本の選挙管理が信頼を高めるような，独立性を保障
できるしくみにはなっていないことを説明する。対比する形で，独立性の高い
韓国の選挙管理の特徴を述べる。韓国の選挙管理は今や開発途上国にとって推
奨されるべきモデルであり，独立性の高さと積極的な行動が民主主義によい影
響を与えると考えられている。しかし，制度的に独立性が高くても，韓国のよ
うに積極的選挙改善をなしえるわけではない。詳細は第 3 章で論じるが，韓国
と同じく制度的には独立性の高いフィリピンの制度を紹介し，最後に今後の選
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挙管理のあり方についての簡単な示唆を加える。

2　�選挙管理，あるいは選挙ガバナンス

選挙管理の構成要素
　日本の地方自治体の選挙管理委員会事務局の人に，選挙管理上，最も大切な
ことは何かと問うと，必ず返ってくる答えが「公平で公正な選挙管理」である。
選挙を管理するうえで，公平で公正であることは前提で，これなくして選挙結
果の信頼性は保てず，信頼性のない選挙は政治体制をも不安定化させる。これ
は日本にとどまらず，世界中の民主主義国家でいえることである。しかし，こ
こでいう「選挙管理」，あるいはより広く「選挙ガバナンス」とは何であるの
かというと，日本で想定されるものと国際社会で想定されるものとには隔たり
があるようである。投票結果を信頼あらしめるために必要な選挙管理とは，一
体何を指すのか。まずこの点を検討しよう。
　選挙とは，有権者が自分たちの代表として政治家を選出することである。選
挙管理の仕事として私たちが直感的に想像するのは，投票所の設置・運営と開
票作業であろう。有権者が投票所まで足を運んで投票箱に一票を投じ，投票時
間終了後，投票箱が開票所に集められて開票・集計し，選挙結果を決定するプ
ロセスである。確かにこれらの作業は選挙管理の核心であるが，公平で公正な
選挙管理を行うための作業はこれにとどまらない。
　ACE によると，日本の選挙管理委員会に相当する選挙管理機関の機能は，
①選挙人資格認定，②立候補受付，③投票行為指揮，④開票，⑤票の集計，
の計 5 つの要素を本質的にもつ（ACE のウェブサイト）。それゆえ，以上の 5 つ
の機能が選挙管理の核心であるということができる。ただし，これらの本質的
な要素に加えて，国によっては選挙管理機関は，次のような機能も果たしてい
ることがある。すなわち，選挙人登録，選挙区画定，選挙関連物品調達，有権
者教育，選挙運動資金の管理・監督，メディア監視，選挙関連争訟の解決，な
どである。これらの要素をどの程度選挙管理機関が果たしているかは国によっ
て異なるが，ほとんどの国で ACE の挙げる 5 つの本質的要素に限定されない
機能を行っている。それは，選挙管理に要請される，公平性，公正性を本質的
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要素のみでは達成できないためである。
　一例を挙げると，選挙人登録は誰を有権者とするかを決定する重要な作業で
ある。選挙は有権者が確定して初めて成り立つ。しかし選挙人の決定は容易な
作業ではない。日本では，選挙人は日本国籍をもつ 20 歳以上の成人男女であ
り，住民基本台帳の掲載情報にもとづき自動的に選挙人名簿が作成されるが，
国によって制度は異なり，アメリカのように有権者自らが選挙人登録を事前に
行う国も少なくない。選挙人登録を行う場合，登録担当者は居住実態を示す資
料を見て選挙人登録を行うが，その資料は ID カードなのか，ガス料金支払い
のレシートでよいのか，判断に裁量が発生しうる。厳格に判定する場合とそう
でない場合とでは，有権者になれる人に違いが生じ，それは選挙結果にも影響
しうるため（Schaffer, 2008），選挙の公平性に直結するのである

1）
。

　選挙の公平性を担保するには，選挙運動の監視，選挙運動を伝えるマスメデ
ィアの監視も重要であることは言を俟

ま

たないであろう。つまり，選挙管理は，
公平性，公正性という前提を重視すれば，単なる投票所，開票所の管理ではす
まないのである。このため，国際的には選挙管理を，選挙期間前，選挙期間中，
選挙期間後まで含めて広く選挙政策のサイクルの中でとらえるべきと考えられ
ている（図 1-1）。選挙期間前としては，選挙の企画，選挙スタッフの訓練，有
権者教育，政党活動監視，選挙人登録などが主要な作業で，選挙期間中につい
ては先に述べた本質的要素に加えて選挙キャンペーンの調整およびマスメディ
アの監視があり，選挙期間後には選挙管理の評価，選挙事犯調査，選挙争訟解
決，選挙区画を含めた改革，選挙制度に対する助言などがある。

選挙管理の重要性
　選挙管理の重要性について，もう少し考えてみよう。選挙管理は，公平性，
公正性を担保するものでないと，選挙結果の信頼を得られない。というのは，
選挙そのもののプロセスと重要性が，公平性と公正性の確保を難しくする性格
を有しているからである。
　私たちが住んでいる民主主義社会において，選挙はきわめて重要である。代
議制民主主義社会では，有権者が直接政治的意思決定に参加するのではなく，
有権者が選んだ政治家が意思決定を行う。有権者にとってみれば，政治家が自



第 1章　民主主義と選挙管理

17

図1-1　選挙政策のサイクル

分たちの代理人として適切に意思決定を行っているかが重要になる。選挙制度
を論じる際に，代表性と説明責任が論点になるゆえんである（Manin, Przewor-

ski and Stokes, 1999）。
　他方で，選出される政治家からすれば，選挙は有権者から権力を授権される
ことを意味する。政治的意思決定は，決定に参加する政治家のみでなく，すべ
ての有権者に影響する。また，政治家が職業として成立している今日，選挙に
当選することは公職という名で職に就くことも意味する。政治家にとっては，
選挙は死活問題である。それゆえ，いかなる選挙制度をもつかは，政治家にと
って自身の当落を左右する大問題である。
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　選挙制度の変更は，同時に有権者にとっても大問題である。制度のあり方に
よって自分の意思が議会にどの程度代表されるかが変わるうえ，政治家が説明
責任を果たすかどうか，言い換えれば有権者に対して誠実に行動するかどうか
も変わる。有権者としては，できるかぎり自分の意思が反映する制度を望むだ
ろうが，どういう制度がよいかは人によって異なる。政治家にとってもそれは
同じである。
　選挙制度の選択はきわめて重要である。しかし，選挙結果に影響を与えるの
は，代表のあり方を中心としたこれらの論点だけではない。有権者と政治家は，
それ以外の選挙管理という，より安易な方法で結果を操作することがありうる。
というのも，理論的には選挙管理の適正さは常に不確実性を伴うもので，それ
は，選挙のプロセスそのものに起因しているからである。
　現代の選挙においては秘密投票が原則である。個々の有権者が誰に投票した
かを事後的に知ることはできないし，本人も自分の投票用紙を確認することは
できない。ここに，投票結果を操作する可能性が生じる。集計結果を確認する
術
すべ

がないのである。政治家は選挙管理機関に自分に有利なように投票結果を操
作するよう働きかける可能性がある。有権者の側も，なりすまし投票，幽霊投
票，二重投票などの方法を使って自分が支持する候補者を当選させるようにす
る可能性がある。こうしたことは実際には行われなくても，選挙の敗者は発表
された結果を疑う可能性がある。選挙管理は，公平かつ公正に行われなければ
ならないが，それが達成されたかの検証は本質的には無理なのである。
　民主主義社会にとって，選挙は重要である。しかしそれは，選挙管理が適切
になされ，かつそれが信じられるかぎりにおいてである。選挙管理が適切にな
されれば，私たちは平和的な政権交代を達成し，有権者の意思をより適切に政
治に反映させ，かつ政治家に責任をとらせることができるようになる。しかし
そうでなければ，選挙は紛争のもとで，それによって暴力が発生することにも
なる。
　ひとつ，象徴的な事例を紹介しよう。今日ラテンアメリカ諸国の選挙管理の
モデルとされているコスタリカである。ラテンアメリカ諸国は，多くの国で軍
事政権や一党支配体制を経験した。その中でも中米諸国は政治体制が不安定で，
国境を越えた武力侵攻も稀

まれ

ではなかったが，そうした中でコスタリカは 1948
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年以降民主主義社会を堅持してきた。しかし，48 年以前は，コスタリカも政
治体制は不安定であった。選挙政治は行われていたが，選挙不正が頻繁に生じ，
それに伴う暴力沙汰も発生していたのである。48 年には選挙不正による誤っ
た政権交代が生じ，短期間の内戦を経験することになる。こうした状況を脱し
たのは，選挙の公正性を担保する，きわめて強力で中立的な選挙管理機関が設
置されたことによる。これ以降，選挙違反は激減し，民主政治も安定したので
ある（Lehoucq and Molina, 2002）。
　コスタリカの事例は，選挙管理のあり方が民主政治を安定化させもし，不安
定化させもすることを示している

2）
。

3　多様な選挙管理機関

選挙管理機関の独立性と効率性
　どのような選挙管理が，選挙不正を防ぐことができるのであろうか。世界の
各国はどのように対応してきたのであろうか。ほとんどの国では，選挙管理を
選挙管理機関に委ねている。日本では選挙管理機関といえば選挙管理委員会が
想起されるであろう。選挙管理委員会は，選挙の実施を監視・監督する選挙管
理委員からなる委員会部分と，実際に実務を担当する事務局部分からなり，委
員会部分は非常勤で，事務局部分は自治体職員によって構成されている。一般
に，選挙管理業務には裁量が全くなく，業務内容は自己抑制的で，きわめて事
務的であるとされる（第 6 章）。しかし，こうしたあり方は，先進国，途上国を
含めて一般的な形態でもなければ，標準的でもない。選挙管理機関のあり方は，
きわめて多様である。
　選挙管理は，その対象となる政治家にとって死活問題にかかわるので重要で
あり，選挙結果を自分に有利なようにしたいというインセンティブをもって働
きかける可能性がある。とりわけ，政権与党にそのインセンティブが働く。し
かしそれは選挙管理の基本的な前提である公平性と公正性を損ね，民主主義を
機能不全に陥れることになる。それゆえ選挙管理機関は，執政府，立法府から，
あるいは諸政党から中立的な存在である方が望ましい。他方で，選挙管理は優
れて行政的側面をもつ。選挙人登録から開票・集計に至るまでの具体的な作業
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1

1　なぜ選挙管理を研究するのか

選挙研究と選挙管理研究
　選挙は，最高の政治的営為であると同時に，複雑な行政的実践である。政治
的営為としての選挙の重要性は，民主主義社会においては誰もが肯定するであ
ろう。それゆえ，選挙研究は日本国内で見ても，国際的に見ても現代政治分析
において最も重要で，最も研究が進んだ分野のひとつとなっている。しかし，
行政的実践，言い換えれば選挙管理という側面に関しては，技術的・行政法的
にはともかくも，政治学的・行政学的な観点からは，ほとんど研究がなされて
こなかった。日本国内においてはもちろんのこと，国際的にもこの観点からの
研究は少なく，あるとしてもほとんどが民主主義の定着が不十分な発展途上国
を対象とする，民主化支援の色彩が濃厚であった。
　選挙管理は，選挙そのものに比べて大変地味である。選挙は有権者の意思を，
投票という形で，政治家選出に変換するダイナミックなプロセスであり，誰が
当選したかが，その後の政治に重要な影響を与える。しかし，選挙管理が政治
的決定に直接的に影響を与えることは通常なく，影響を与えること自体が好ま
しくないと考えられる。選挙管理といえば，多くの人が投票所の設置・管理や，
開票作業，集計結果の発表を想像するであろうが，このプロセスは公平かつ公
正に管理されなければならず，それができないのは民主化が不十分であるから
だということすらいえよう。選挙管理は，通常の民主主義国家であれば，でき
て当たり前の作業なのである。

序　章
　

選挙管理へのアプローチ
　―　政治学と行政学が交錯するフロンティア

大 西 　裕
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現代民主主義における選挙管理
　しかし近年，選挙管理の重要性をあらためて認識させる状況が，途上国のみ
ならず先進国でも生じている。その象徴的な事件が，2000 年のアメリカ大統
領選挙でのフロリダ州開票問題

1）
である。この事件は，選挙管理のあり方が，民

主主義の定着が不十分な途上国ではもちろんのこと，先進国でも政治過程に大
きな影響を与えることを示した。アメリカではこの事件の後に，投票手段の再
検討が進んだほか，有権者（選挙人）登録のあり方と不正投票の関係をめぐっ
て大きな論争が起こった。有権者登録を行う際の本人証明が不徹底なことが，
不正投票を生んでいるのだという議論である。その背景にあるのは，本人証明
を厳格化すれば民主党支持者の多いヒスパニック系住民などが動員されないと
いう共和党側の判断があるとの指摘があった。このように，選挙管理の重要な
一部である有権者登録のあり方が，有権者の範囲を変えてしまいうるし，選挙
結果に影響を与えうる。
　日本でも，2010 年に起こった名古屋市議会解散を求めるリコール投票要請
における名簿掲載者数え直しのように

2）
，選挙管理は技術上の問題にとどまらな

い政治性を帯びていることが認識され始めている。同様のことは，市町村合併
をめぐる滋賀県旧近江町での住民投票請求や，鹿児島県阿久根市での市長リコ
ール問題など，近年しばしば発生しているのである。加えて，できて当たり前
の選挙管理が，実際には熟練が求められる複雑な作業であることを認識させる
事件が起こった。それは，東日本大震災である。震災は不幸にして多くの人命
を失わせたが，その中には市町村の行政職員も多く含まれていた。選挙管理実
務に詳しい職員がいなくなったため，震災直後に予定されていた統一地方選挙
は，時期を遅らせてもこれら被災地域では困難を極め，被災しなかった市町村
の応援を得てようやく可能になった。選挙管理は誰にでもできる作業ではなく，
一定の熟練を必要とする複雑な行政的実践であることを，この事件があらため
て浮き彫りにしたのである。
　加えて，現代民主主義は選挙管理の点で新たな挑戦を受けている。それは，
電子投票や在外投票などの新しい投票形態の登場である。従来は，有権者が投
票所に足を運んで，投票用紙に候補者名ないしは政党名を記載，ないしはチェ
ックを入れて投票するというのが当たり前の姿であった。しかし，新しい投票
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形態はこの姿を大きく変えつつあり，選挙管理上これまでにない負荷をかけ始
めている。投票所での本人確認は困難になり，電子投票となると投票用紙自体
が存在しないので，コンピュータ上の不正が行われると，その点検は不可能で
ある。新しい投票形態は，有権者の地図も塗り替える可能性がある。外国に居
住する市民はこれまで選挙運動の対象ではなかったが，グローバル化の進展に
伴い人の移動が盛んになると，そうとばかりはいっていられない。年齢や社会
階層でデジタル・デバイド（情報格差）が存在する今日，電子投票の導入は，
若年者には便利でも高齢者には不便となるなど，有権者の行動に不均一な影響
を与えると考えられている。
　先進国において，選挙管理は技術的な問題とみなされ，適切に行われて当た
り前と考えられることが多かったことは事実である。しかし，以上述べたよう
に，選挙管理は単純に行政技術的ではない，政治的な問題を有するテーマなの
である。翻

ひるがえ

って考えれば，多くの先行研究が明らかにしてきたように，選挙
制度のあり方は民主政治に影響を与える。小選挙区制をとるか，比例代表制を
とるかが政党の数に大きく影響するということは言を俟

ま

たないであろう。ゲリ
マンダリング（恣意的な選挙区割り）を持ち出すまでもなく，選挙区画のあり方
も民主政治に大きな影響を与える。言い換えれば，いかなる選挙制度をとるか
が政党やその基盤となる社会集団に不均一な影響を与える。それゆえ，誰が選
挙制度の形成に主導的な役割を果たすかはきわめて重要であり，制度の採用の
され方によっては制度に信頼が置かれず，不利な党派の民主政治からの離反す
ら引き起こしかねない。選挙管理のあり方についても，同様のことがいえるの
である。

本書の特徴
　本書は，日本における選挙管理に関する政治学的・行政学的研究の嚆

こう

矢
し

であ
る。すでにふれたように，日本では，選挙管理はきわめて技術的な領域で，政
治学・行政学の研究分野として重要であるとは認識されてこなかった。世界的
にもこの領域の研究が本格的に始まって間がないこともあり，私たちは諸外国
でどのような選挙管理が行われているのかも，その中で日本がどのように位置
づけられるのかも知らず，日本で行われているやり方を当たり前のように受け
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取っている。しかし，選挙制度と同様，選挙管理も世界的に見るときわめて多
様で，日本が採用しているのはその一種に過ぎない。しかも，日本の制度それ
自体は，国際的には選挙結果の正当性を十分に確保できるしくみとは認められ
ないのである。本書は，日本の選挙管理を国際的な比較の中で，とりわけ韓国
との比較の中で位置づけ直す。私たちは，選挙管理のあり方が国によって異な
ることも，日本の選挙管理が標準的なそれではなく，独特の性格を帯びている
ことも知らない。また，選挙管理の領域が，日本の選挙管理委員会が担当して
いるそれよりも，国際的には広いことも存外知られていない。国際的な視野の
もとで日本の位置を理解することは，日本の選挙管理の特徴やその問題点を認
識するうえで大いに助けになるであろう。
　本書がとりわけ重視するのは韓国との比較である。国際的な選挙管理制度改
善のための民間組織である The ACE Electoral Knowledge Network（ACE

〈Administration and Cost of Elections〉Project by IDEA, IFES and UNDESA，以下

A
3）

CE）は，選挙結果の正当性を保証するためには政府と議会から高度な自律性
を有する憲法機関として選挙管理機関（EMB: Electoral Management Bodies）を
設けることを推奨している。韓国の選挙管理委員会はまさにそれで，選挙管理
を担当する人々が世界各国から選挙管理を学びに韓国に来ている。日本の制度
を韓国との比較の上でとらえることは，日本の選挙管理のもつ制度的特徴やそ
の問題点を認識するうえで大いに参考になる。
　次に，本書は，日本の選挙管理制度の歴史と特徴を説明する。第二次世界大
戦前，日本の選挙管理機関は，今日とは異なり政府の一部であった。そのもと
でどのような問題が発生し，その克服にいかなる努力が払われたのか。戦後占
領軍のもとで導入された選挙管理制度は現在，どのような特徴を有しているの
かが説明される。
　第 3 に，現在国際的な選挙管理のモデルとみなされている韓国の選挙管理委
員会を紹介し，分析する。選挙管理委員会が高度に自律的で，選挙制度の改善
から選挙事犯の摘発にまで影響力を発揮してきたことは，韓国で民主政治が定
着するうえで一定の役割を果たしたと考えられている。ただし，韓国の選挙管
理委員会がいかなる役割を果たしてきたのか，どのような権限を有し，それが
政治過程にいかなる影響を与えているのかについての実証的研究は，韓国でも
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まだ行われていない。「韓国モデル」の分析は，先進的な選挙管理のあり方を
考えるうえで避けて通れない課題である。

2　本書の構成

国際比較の中の選挙管理
　具体的には，本書は以下のように構成される。すなわち本書は，3 部に大き
く分かれ，先に述べた 3 点をそれぞれ具体的に論じてゆく。第 I 部「選挙管理
機関の多様性」では，日本と韓国の選挙管理を国際的な比較の中で位置づける。
選挙管理を論じるためには，民主主義体制にとって選挙管理はいかなる意味を
もつのか，国際的にはどのような選挙管理機関が存在するのか，日本ではほと
んど先行研究がないにしても，世界的にはどのような研究がなされているのか
を，まず理解する必要がある。第 1 章と第 2 章は，そのためにあてられる。
　第 1 章「民主主義と選挙管理」（大西）では，選挙管理が民主主義にとって
いかなる点で重要なのかを説明する。選挙管理の意味，選挙管理機関の類型が
述べられる。この中で，日本のそれは選挙管理機関に最小限の役割しか求めな
い消極的選挙管理とでも呼ぶべきものであるのに対し，韓国は対極で，選挙の
質，さらには民主主義の質の改善を追求する積極的選挙改善と呼ぶべき役割を
果たしていることが述べられる。こうした特徴を有するのには，日本と異なり
韓国の選挙管理機関が政府から高度に自律している点に一因がある。しかし，
韓国と同じような制度的特徴を有しているフィリピンは，日本と同様に消極的
選挙管理にとどまることから，モデルとしての韓国は単に制度的な特徴のみに
よってもたらされているわけではないことが示唆される。
　第 2 章「選挙ガバナンスに関する研究の動向と展望」（曽我）では，日本で
はほとんど目にすることがない選挙管理（選挙ガバナンス〈electoral gover-

nance〉）に関する国際的な研究動向を紹介し，今後の展望を与える。選挙管理
機関の研究は，政府からの独立性を軸に研究が進められてきた。国際動向の大
きな前提として，選挙管理は当該国の政権から距離を置けるよう，担当機関が
政府から独立的であることが望ましいとし，選挙の質や，民主主義体制への信
頼などの選挙パフォーマンスが，選挙管理機関が独立的であればどの程度改善
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1　選挙管理の改善をめぐって

争点化する選挙管理
　民主化の第 3 の波以降，発展途上国のみならず先進国でも選挙管理のあり方
が問題になってきている。1980 年代以前，途上国における政治体制の重要な
テーマは民主化であった。今日，多くの途上国が民主化し，あるいは少なくと
も選挙によって政権選択を行うようになった。ただし，選挙管理に関する不正
が多く，選挙結果をめぐる政治の混乱，紛争の勃

ぼっ

発
ぱつ

も珍しいことではない。他
方，先進国においても選挙管理のあり方が社会を賑わすようになってきた。最
大のものは 2000 年のアメリカ大統領選挙をめぐる混乱で，フロリダ州での集
計結果をめぐり裁判にまでなり，結果の確定が遅れたことはまだ記憶されてい
るであろう。
　選挙管理の改善の動きは，このような問題の発生を受けて，先進国，途上国
を問わず見られるようになっている。その大きな方向性は，日本の選挙管理委
員会に相当する選挙管理機関を，執政府から独立させ，政治的中立性を確保す
ることで選挙結果への信頼を高めようとするものである。主として途上国支援
を目的に選挙管理改善のための国際民間組織として ACE が設立されているが，
この組織の示す大きな方向性は選挙管理機関の政府からの独立である。民主主
義体制が安定しているはずの先進国でも選挙管理機関独立の動きは少し以前か
ら見られる。アメリカでは，限定的ではあるが連邦選挙委員会が 1975 年に設
立されたし，オーストラリアでは 84 年に，独立した組織として選挙委員会を
発足させた（Lopez-Pintor, 2000: 15）。近年では 2010 年にスウェーデンが政府組

第1章
　

民主主義と選挙管理

大 西 　裕
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織から切り離して選挙管理委員会を設立している。
　ところが，日本では選挙管理を改善しなければならないという動きは鈍い。
それどころか，選挙管理のあり方に疑問を向けられることすら少なく，選挙管
理そのものがもつ政治性，それゆえの重要性に認識が至っていないようにすら
思われる。電子投票や在外投票が重要な争点になる中で，選挙の公平性，公正
性はますます問われるようになっているのを考えると，この動きの鈍さは不思
議といえないこともない。

本章の構成
　本章は，選挙管理がなぜ重要なのかを説明する。とりわけ焦点を当てるのは，
独立性という点でその典型である韓国の選挙管理である。日本が選挙管理機関
に最小限の役割しか求めない消極的選挙管理であるとすると，韓国はその対極
で，選挙管理機関が選挙の質，さらには民主主義の質改善を追求する積極的選
挙改善である。韓国のそれは，国際社会で推し進められているひとつのモデル
で，多くの途上国が韓国モデルを参考に自国の選挙管理改革を行おうとしてい
るのである。
　本章では，以下の順に議論を進めていく。初めに，選挙管理とは何を指すの
かを説明する。国際的に考えられている選挙管理，あるいは選挙ガバナンスは，
日本で選挙管理委員会が行う業務よりも守備範囲が広い。次に，選挙管理がな
ぜ重要なのかを説明する。選挙が民主主義社会にとってきわめて重要であるに
もかかわらず秘密投票の原則により，選挙結果に対する信頼性は常に危険にさ
らされていることが述べられる。第 3 に，選挙管理のあり方が世界各国で大き
く異なることを説明し，選挙結果への信頼を高めるための諸外国の制度設計を
略述する。そのうえで，日本の選挙管理が信頼を高めるような，独立性を保障
できるしくみにはなっていないことを説明する。対比する形で，独立性の高い
韓国の選挙管理の特徴を述べる。韓国の選挙管理は今や開発途上国にとって推
奨されるべきモデルであり，独立性の高さと積極的な行動が民主主義によい影
響を与えると考えられている。しかし，制度的に独立性が高くても，韓国のよ
うに積極的選挙改善をなしえるわけではない。詳細は第 3 章で論じるが，韓国
と同じく制度的には独立性の高いフィリピンの制度を紹介し，最後に今後の選
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挙管理のあり方についての簡単な示唆を加える。

2　�選挙管理，あるいは選挙ガバナンス

選挙管理の構成要素
　日本の地方自治体の選挙管理委員会事務局の人に，選挙管理上，最も大切な
ことは何かと問うと，必ず返ってくる答えが「公平で公正な選挙管理」である。
選挙を管理するうえで，公平で公正であることは前提で，これなくして選挙結
果の信頼性は保てず，信頼性のない選挙は政治体制をも不安定化させる。これ
は日本にとどまらず，世界中の民主主義国家でいえることである。しかし，こ
こでいう「選挙管理」，あるいはより広く「選挙ガバナンス」とは何であるの
かというと，日本で想定されるものと国際社会で想定されるものとには隔たり
があるようである。投票結果を信頼あらしめるために必要な選挙管理とは，一
体何を指すのか。まずこの点を検討しよう。
　選挙とは，有権者が自分たちの代表として政治家を選出することである。選
挙管理の仕事として私たちが直感的に想像するのは，投票所の設置・運営と開
票作業であろう。有権者が投票所まで足を運んで投票箱に一票を投じ，投票時
間終了後，投票箱が開票所に集められて開票・集計し，選挙結果を決定するプ
ロセスである。確かにこれらの作業は選挙管理の核心であるが，公平で公正な
選挙管理を行うための作業はこれにとどまらない。
　ACE によると，日本の選挙管理委員会に相当する選挙管理機関の機能は，
①選挙人資格認定，②立候補受付，③投票行為指揮，④開票，⑤票の集計，
の計 5 つの要素を本質的にもつ（ACE のウェブサイト）。それゆえ，以上の 5 つ
の機能が選挙管理の核心であるということができる。ただし，これらの本質的
な要素に加えて，国によっては選挙管理機関は，次のような機能も果たしてい
ることがある。すなわち，選挙人登録，選挙区画定，選挙関連物品調達，有権
者教育，選挙運動資金の管理・監督，メディア監視，選挙関連争訟の解決，な
どである。これらの要素をどの程度選挙管理機関が果たしているかは国によっ
て異なるが，ほとんどの国で ACE の挙げる 5 つの本質的要素に限定されない
機能を行っている。それは，選挙管理に要請される，公平性，公正性を本質的
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要素のみでは達成できないためである。
　一例を挙げると，選挙人登録は誰を有権者とするかを決定する重要な作業で
ある。選挙は有権者が確定して初めて成り立つ。しかし選挙人の決定は容易な
作業ではない。日本では，選挙人は日本国籍をもつ 20 歳以上の成人男女であ
り，住民基本台帳の掲載情報にもとづき自動的に選挙人名簿が作成されるが，
国によって制度は異なり，アメリカのように有権者自らが選挙人登録を事前に
行う国も少なくない。選挙人登録を行う場合，登録担当者は居住実態を示す資
料を見て選挙人登録を行うが，その資料は ID カードなのか，ガス料金支払い
のレシートでよいのか，判断に裁量が発生しうる。厳格に判定する場合とそう
でない場合とでは，有権者になれる人に違いが生じ，それは選挙結果にも影響
しうるため（Schaffer, 2008），選挙の公平性に直結するのである

1）
。

　選挙の公平性を担保するには，選挙運動の監視，選挙運動を伝えるマスメデ
ィアの監視も重要であることは言を俟

ま

たないであろう。つまり，選挙管理は，
公平性，公正性という前提を重視すれば，単なる投票所，開票所の管理ではす
まないのである。このため，国際的には選挙管理を，選挙期間前，選挙期間中，
選挙期間後まで含めて広く選挙政策のサイクルの中でとらえるべきと考えられ
ている（図 1-1）。選挙期間前としては，選挙の企画，選挙スタッフの訓練，有
権者教育，政党活動監視，選挙人登録などが主要な作業で，選挙期間中につい
ては先に述べた本質的要素に加えて選挙キャンペーンの調整およびマスメディ
アの監視があり，選挙期間後には選挙管理の評価，選挙事犯調査，選挙争訟解
決，選挙区画を含めた改革，選挙制度に対する助言などがある。

選挙管理の重要性
　選挙管理の重要性について，もう少し考えてみよう。選挙管理は，公平性，
公正性を担保するものでないと，選挙結果の信頼を得られない。というのは，
選挙そのもののプロセスと重要性が，公平性と公正性の確保を難しくする性格
を有しているからである。
　私たちが住んでいる民主主義社会において，選挙はきわめて重要である。代
議制民主主義社会では，有権者が直接政治的意思決定に参加するのではなく，
有権者が選んだ政治家が意思決定を行う。有権者にとってみれば，政治家が自
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図1-1　選挙政策のサイクル

分たちの代理人として適切に意思決定を行っているかが重要になる。選挙制度
を論じる際に，代表性と説明責任が論点になるゆえんである（Manin, Przewor-

ski and Stokes, 1999）。
　他方で，選出される政治家からすれば，選挙は有権者から権力を授権される
ことを意味する。政治的意思決定は，決定に参加する政治家のみでなく，すべ
ての有権者に影響する。また，政治家が職業として成立している今日，選挙に
当選することは公職という名で職に就くことも意味する。政治家にとっては，
選挙は死活問題である。それゆえ，いかなる選挙制度をもつかは，政治家にと
って自身の当落を左右する大問題である。
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　選挙制度の変更は，同時に有権者にとっても大問題である。制度のあり方に
よって自分の意思が議会にどの程度代表されるかが変わるうえ，政治家が説明
責任を果たすかどうか，言い換えれば有権者に対して誠実に行動するかどうか
も変わる。有権者としては，できるかぎり自分の意思が反映する制度を望むだ
ろうが，どういう制度がよいかは人によって異なる。政治家にとってもそれは
同じである。
　選挙制度の選択はきわめて重要である。しかし，選挙結果に影響を与えるの
は，代表のあり方を中心としたこれらの論点だけではない。有権者と政治家は，
それ以外の選挙管理という，より安易な方法で結果を操作することがありうる。
というのも，理論的には選挙管理の適正さは常に不確実性を伴うもので，それ
は，選挙のプロセスそのものに起因しているからである。
　現代の選挙においては秘密投票が原則である。個々の有権者が誰に投票した
かを事後的に知ることはできないし，本人も自分の投票用紙を確認することは
できない。ここに，投票結果を操作する可能性が生じる。集計結果を確認する
術
すべ

がないのである。政治家は選挙管理機関に自分に有利なように投票結果を操
作するよう働きかける可能性がある。有権者の側も，なりすまし投票，幽霊投
票，二重投票などの方法を使って自分が支持する候補者を当選させるようにす
る可能性がある。こうしたことは実際には行われなくても，選挙の敗者は発表
された結果を疑う可能性がある。選挙管理は，公平かつ公正に行われなければ
ならないが，それが達成されたかの検証は本質的には無理なのである。
　民主主義社会にとって，選挙は重要である。しかしそれは，選挙管理が適切
になされ，かつそれが信じられるかぎりにおいてである。選挙管理が適切にな
されれば，私たちは平和的な政権交代を達成し，有権者の意思をより適切に政
治に反映させ，かつ政治家に責任をとらせることができるようになる。しかし
そうでなければ，選挙は紛争のもとで，それによって暴力が発生することにも
なる。
　ひとつ，象徴的な事例を紹介しよう。今日ラテンアメリカ諸国の選挙管理の
モデルとされているコスタリカである。ラテンアメリカ諸国は，多くの国で軍
事政権や一党支配体制を経験した。その中でも中米諸国は政治体制が不安定で，
国境を越えた武力侵攻も稀

まれ

ではなかったが，そうした中でコスタリカは 1948
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年以降民主主義社会を堅持してきた。しかし，48 年以前は，コスタリカも政
治体制は不安定であった。選挙政治は行われていたが，選挙不正が頻繁に生じ，
それに伴う暴力沙汰も発生していたのである。48 年には選挙不正による誤っ
た政権交代が生じ，短期間の内戦を経験することになる。こうした状況を脱し
たのは，選挙の公正性を担保する，きわめて強力で中立的な選挙管理機関が設
置されたことによる。これ以降，選挙違反は激減し，民主政治も安定したので
ある（Lehoucq and Molina, 2002）。
　コスタリカの事例は，選挙管理のあり方が民主政治を安定化させもし，不安
定化させもすることを示している

2）
。

3　多様な選挙管理機関

選挙管理機関の独立性と効率性
　どのような選挙管理が，選挙不正を防ぐことができるのであろうか。世界の
各国はどのように対応してきたのであろうか。ほとんどの国では，選挙管理を
選挙管理機関に委ねている。日本では選挙管理機関といえば選挙管理委員会が
想起されるであろう。選挙管理委員会は，選挙の実施を監視・監督する選挙管
理委員からなる委員会部分と，実際に実務を担当する事務局部分からなり，委
員会部分は非常勤で，事務局部分は自治体職員によって構成されている。一般
に，選挙管理業務には裁量が全くなく，業務内容は自己抑制的で，きわめて事
務的であるとされる（第 6 章）。しかし，こうしたあり方は，先進国，途上国を
含めて一般的な形態でもなければ，標準的でもない。選挙管理機関のあり方は，
きわめて多様である。
　選挙管理は，その対象となる政治家にとって死活問題にかかわるので重要で
あり，選挙結果を自分に有利なようにしたいというインセンティブをもって働
きかける可能性がある。とりわけ，政権与党にそのインセンティブが働く。し
かしそれは選挙管理の基本的な前提である公平性と公正性を損ね，民主主義を
機能不全に陥れることになる。それゆえ選挙管理機関は，執政府，立法府から，
あるいは諸政党から中立的な存在である方が望ましい。他方で，選挙管理は優
れて行政的側面をもつ。選挙人登録から開票・集計に至るまでの具体的な作業
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